
 

 

 

令和８年４月１日から、「少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書」の提出先の一部が

変更になります。 

変更箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日現在の届出窓口 

消防局 予防課 049-222-0744 川越北消防署 指導課 049-226-7290 

川越中央消防署 指導課 049-242-1194 川越西消防署 指導課 049-231-1197 

※ご不明な点は、お問い合わせください。 

川越地区消防局予防課  049-222-0744 

「少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書」 

を提出するみなさまへ 

①建築確認申請を伴う場合 

②タンクの水張検査申請の場合 

③仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請を伴う可搬式発電機の場合 

 

 

川越市内には、「川越北消防」「川越中央消防署」「川越西消防署」がありますので、事前に「少

量危険物・指定可燃物貯蔵取扱所」が所在する住所を確認のうえ、管轄の消防署にご提出をお

願いいたします。 

各住所の届出先は、次ぺージの一覧表でご確認いただけます 。 

川島町の全域  
 川越北消防署 

指導課 

届出先 

※次の場合は、消防局予防課への提出となります。 

 



 


